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選考基準は、以下のとおりとする。 

（1）施設全体としてではなく、個別の評価項目・具体的な取り組みを表彰する。 

（2）より良い健診の実施・提供に向けた、施設独自の視点、特性を生かした活動である。 

（3）その活動を紹介することで、全国の健診施設がより活発に健診に取り組むきっかけに

なる。 

（4）過去に表彰した施設を再度表彰しても良いが、前回と同じ項目・内容では表彰しない。 

 

 

ただし、新規施設に限り、以下の選考基準を設ける。 

（5）全体的に体制が充実している施設を「新規賞（新人賞）」として表彰する。 

個別の評価項目・具体的な取り組みに対する表彰ではない。 

（6）その施設を紹介することで、これから機能評価を受審しようとしている施設の参考、

また意欲向上に繋がる。 

（7）ただし、新規施設であっても、施設独自の視点、特性を生かした活動が見られる場合

は、選考基準（1）～（3）に則り、更新施設と同様に具体的な取り組みを表彰する。 

 

 

※選考の考え方 

新規施設と更新施設とでは、機能評価認定・受審に対する知識や経験に差があることも

考えられ、一般的には更新施設の方が充実した取り組みを評価されやすい。 

しかし、新規施設を紹介することは、これから人間ドックの体制を整備しようとしてい

る施設の参考になり、意欲向上にも繋がることが期待される。よって、「新規賞」を設定す

る。 

 

 

※学術大会等での施設紹介について 

表彰施設には、その取り組みを紹介していただくため、学術大会でのポスター展示を依

頼する。さらに、施設独自の視点、特性を生かした活動が見られる表彰施設には、登壇（プ

レゼンテーション）も依頼する。 

（ただし、各年の学術大会の趣旨に応じて依頼の有無や依頼内容は検討する） 


